
 

2022年度
ね ん ど

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

■基本的
きほんてき

な考え方
かんが  かた

 

2022年度も引き続き、共生
きょうせい

社会
しゃかい

につながる意志
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

も全国
ぜんこく

４３３自治体
じ ち た い

 北海道
ほっかいどう

２９自治体
じ ち た い

（2022 年 1 月 30 日現在※）とな

りました。 

道
どう

議会
ぎ か い

においてこうした全国的
ぜんこくてき

な取
と

り組
く

みに応
おう

じ、「手話
し ゅ わ

を広
ひろ

める北海道
ほっかいどう

議会
ぎ か い

議員
ぎ い ん

連盟
れんめい

」

が 2021年 8月に設立
せつりつ

され、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

とする理解
り か い

啓発
けいはつ

や普及
ふきゅう

、コミュニケーションや情報
じょうほう

保障
ほしょう

を確保
か く ほ

するとともに「手話
し ゅ わ

言
げん

語法
ご ほ う

(仮称
かしょう

)」の早期
そ う き

制定
せいてい

に向
む

けて取
と

り組
く

んでおります。 

全国
ぜんこく

ろうあ者
しゃ

体育
たいいく

大会
たいかい

が３１年
ねん

ぶりに北海道
ほっかいどう

で開催
かいさい

されることになり、全国
ぜんこく

各地
か く ち

から 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ選手
せんしゅ

が札幌圏
さっぽろけん

に集
あつ

まります。ハイレベルの競技
きょうぎ

が繰
く

り広
ひろ

げられるよ

うに準備
じゅんび

してまいります。 

 

 

（１）聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の管理
か ん り

、運営
うんえい

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（２）聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

、福祉
ふ く し

向上
こうじょう

、相談
そうだん

支援
し え ん

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（３）意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の設置
せ っ ち

、派遣
は け ん

、養成
ようせい

、研修
けんしゅう

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（４）意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の認定
にんてい

、養成
ようせい

講師
こ う し

の育成
いくせい

、研修
けんしゅう

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（５）聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

及び
お よ び

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の社会
しゃかい

啓発
けいはつ

、普及
ふきゅう

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（６）聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

、スポーツの振興
しんこう

に関する
かん    

事業
じぎょう

 

（７）聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ、文化
ぶ ん か

、福祉
ふ く し

功労
こうろう

に関する
かん    

表 彰
ひょうしょう

事業
じぎょう

 

（８）その他
   ほか

この法人
ほうじん

の目的
もくてき

を達する
たっ    

ために必要
ひつよう

な事業
じぎょう

 

 



 

2022年度
ね ん ど

活動
かつどう

指針
し し ん

 

 

■ 新型
しんがた

コロナウイル感染
かんせん

拡大
かくだい

によってオンラインの活用がこれまでになく増えています。

道内
どうない

加盟
か め い

協会
きょうかい

の仲間
な か ま

と力
ちから

を合
あ

わせて、オンライン化に対応
たいおう

する運動
うんどう

、組織
そ し き

体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。 

コロナ禍
か

により、各
かく

ろう協会
きょうかい

の仲間
な か ま

達
たち

と会えない
あ    

、役員
やくいん

会議
か い ぎ

、研修会
けんしゅうかい

等
など

ができな

い、手話
し ゅ わ

サークル活動の休止
き ゅ し

等
とう

によって社会
しゃかい

参加
さ ん か

が制限
せいげん

されてきましたが、オンライ

ンを使うことによって、普段
ふ だ ん

会えない
あ    

人
ひと

とつながる(会話
か い わ

できる)機会
き か い

が広
ひろ

がりました。 

また、様々
さまざま

な行事
ぎょうじ

や研修会
けんしゅうかい

のオンライン開催
かいさい

は、遠方
えんぽう

地域
ち い き

参加者
さんかしゃ

の経済的
けいざいてき

、時間的
じかんてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

につながり、参加
さ ん か

しやすくなっています。今後
こ ん ご

も対面
たいめん

とオンラインのハ

イブリッド方式
ほうしき

を取
と

り入
い

れていきます。 

そのために、加盟
か め い

協会
きょうかい

と日常的
にちじょうてき

に繋
つな

がる環境
かんきょう

整備
せ い び

を働
はたら

きかけ、オンライン参加
さ ん か

で

きる体制
たいせい

づくりをしていきます。 

 

■ 運動面
うんどうめん

では、一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

ろうあ連盟
れんめい

の加盟
か め い

団体
だんたい

として聞
き

こえない人
ひと

たちの

社会的
しゃかいてき

不利
ふ り

の解消
かいしょう

、軽減
けいげん

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の法制化
ほうせいか

と手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の社会的
しゃかいてき

地位
ち い

向上
こうじょう

や目
め

で見
み

てわかる情報
じょうほう

・コミュニケーションの社会的
しゃかいてき

保障
ほしょう

を目指
め ざ

していきます。 

 

■ 事業面
じぎょうめん

では、北
ほっ

海
かい

道
どう

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

がい者
しゃ

情報
じょうほう

センターが、情報
じょうほう

・コミュニケーション保障
ほしょう

に関
かか

わる委託
い た く

事業
じぎょう

、自主
じ し ゅ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、道内
どうない

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

を

支援
し え ん

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【公益目的事業】 

■意思疎通支援に関する事業 

●手話通訳者の設置・派遣 

   聴覚障害者のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者を設置・派遣する。 

① 手話通訳者設置事業（北海道補助事業） 

      北海道の補助を受けて、各振興局に１人ずつ合計 15人の手話通訳者（うち臨時職員３名）

を配置し、依頼に応じ手話通訳者をコーディネート・派遣する。 

② コミュニケーション支援事業（市町村委託事業） 

      障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業（意思疎通支援事業）を実施する市町村から

委託を受け、依頼に応じ手話通訳者・手話奉仕員をコーディネートし派遣を行う。なお、

２０１２年度から北海道は広域派遣をスタートさせたが、これは道内どの市町村窓口にお

いても手話通訳が受けられることを目的とし、現在は北海道・全道各市町村（札幌市を除

く）が委託契約を北海道ろうあ連盟と締結している。 

③ 手話通訳者派遣事業（一部北海道委託事業） 

      上記①・②のほか、北海道からの委託を受けて、依頼に応じ手話通訳者を派遣するととも

に、必要があると認められるときは手話通訳者を派遣する。(知事会見等含む) 

④ 遠隔手話通訳事業 

  手話通訳者の置かれていない地域やコロナ感染症対策にタブレット等を使って遠隔手話通訳

を補完的に行う。 （下記の表を参照ください。） 

 

【北海道ろうあ連盟委託先（予定）】 

地 域 市 町 村 名 委 託 先 

空  知 深川市・赤平市・栗山町 北海道ろうあ連盟 

石  狩 当別町 北海道ろうあ連盟 

後  志 余市町・仁木町 北海道ろうあ連盟 

胆  振 白老町・洞爺湖町 北海道ろうあ連盟 

日  高 新ひだか町 北海道ろうあ連盟 

渡  島 七飯町 北海道ろうあ連盟 

上  川 東川町・当麻町 北海道ろうあ連盟 

宗  谷 稚内市 北海道ろうあ連盟 

オホーツク 網走市・美幌町 北海道ろうあ連盟 

十  勝 音更町・陸別町・(足寄町) 北海道ろうあ連盟 

（  ）は新規契約予定 



 

【参 考】 独自対応 

政令指定都市 札幌市 札幌聴覚障害者協会 

中 核 市 旭川市・函館市 設置手話通訳者が対応 

 

空 地  美唄市 設置手話通訳者が対応 

石 狩 千歳市・北広島市・恵庭市 設置手話通訳者が対応 

後 志 小樽市 設置手話通訳者が対応 

上 川 士別市 登録手話通訳者が対応 

釧 路 釧路市 設置手話通訳者が対応 

 

● 連盟各部・委員会等の活動に対する支援 

 ◎北海道聴覚障がい者情報センター運営委員会 

第１回  ２０２２年 ４月２３日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第２回  ２０２２年１１月１９日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第３回  ２０２３年 ２月１８日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

 ◎聴覚障害者災害救援北海道本部会議 

第１回  ２０２２年１１月１９日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

 ◎北海道聴覚障がい者情報センター運営懇話会 

第１回  未定             道立道民活動センター（かでる２・７） 

 ◎北海道手話通訳者健康問題対策委員会 

２０２３年１月２８日（土）    道立道民活動センター（かでる２・７） 

 

●要約筆記者の派遣 

   聴覚障害者のコミュニケーションを支援するため、要約筆記者を派遣する。 

① 要約筆記者派遣事業（北海道委託事業） 

   北海道の委託を受けて、北海道聴覚障がい者情報センターが依頼に応じ要約筆記者を派遣する

とともに、必要があると認められるときも要約筆記者を派遣する。 

 

●手話通訳者・手話通訳士の養成 

① 手話通訳者養成講座の開催（北海道委託事業） 

   北海道の委託を受けて、手話奉仕員養成カリキュラム等を修了した者を対象として手話通

訳者養成講座を開催する。 

目 的：手話通訳者に必要な理念、知識、技術の育成を図り、手話通訳者を養成し、

聴覚障害者の福祉増進に寄与することを目的として開講する。 

内容及び日程： 

◆厚生労働省から提示された「手話通訳者の養成カリキュラム（通訳Ⅰ 

通訳Ⅱ通訳Ⅲ）」に基づいて実施します。 



 

◆２０２２年４月～ 11月（原則月 1回、土・日に行う）「養成講座日程表」の通

り、札幌会場（かでる２・７）と苫小牧会場（市民活動センター or福祉 

ふれあいセンター）で実施する。（ 10月は月２回） 

講座 開催予定日】 

４月 16日（土）・17日（日） 札幌・苫小牧 開講式 

５月 7日（土）・ 8日（日） 札幌・苫小牧  

６月 18日（土）・19日（日） 札幌・苫小牧  

７月 9日（土）・10日（日） 札幌・苫小牧  

８月 13日（土）・14日（日） 札幌・苫小牧  

９月 10日（土）・11日（日） 札幌・苫小牧  

10月 
1日（土）・ 2日（日） 

札幌・苫小牧  
22日（土）・23日（日） 

11月 26日（土）・27日（日） 札幌・苫小牧 修了式 

12月 3日（土） 札幌・函館・旭川 統一試験 

 

②  現任（登録）手話通訳者研修会の開催 

      手話通訳者として北海道ろうあ連盟に登録されている者を対象として、その知識・技術の

維持・向上を図る研修会を開催する。（年１回・WEB講座２回）：全道各地で開催 

 

③ 手話通訳士育成研修会の開催 

      手話通訳者として登録されている者を対象として、手話に関する厚生労働大臣認定資格で

ある「手話通訳士」の取得を支援するため、研修会を開催する。 

        

【手話通訳士育成講座】 

日 時：２０２２年７月２３日（土）１３：３０～２４日（日）１６：００ 

    会 場： 道立道民活動センター（かでる２・７） 

（札幌市中央区北２条西７丁目 ５階 ５１０会議室） 

    主 催：（公社）北海道ろうあ連盟北海道手話通訳派遣センター養成・研修部 

    定 員：２０名 

対象者：本年度の手話通訳士試験に挑戦する者、または挑戦を考えている者 

    内 容：講義＝手話通訳制度の歴史（運動・取組経過から通訳士制度の実現まで） 

                    ：手話通訳士試験の内容 

               技術＝手話の文法的特徴、口頭読み取り、聞き取り表現、模擬試験 

④ 手話奉仕員講師育成研修会の開催 

手話通訳者として登録されている者及び聴覚障害者を対象として、手話通訳者の養成に当

たる講師となる人材を確保するため、研修会を開催する。 

    目 的  :手話奉仕員養成を担う講師育成を目的とする。 

主 催 :公益社団法人 北海道ろうあ連盟 



 

後  援  :社会福祉法人北海道共同募金会 

日  程  : ２０２２年９月２４日 (土)９時３０分～２５日 (日)１５時３０分 

会 場 : 道立道民活動センター（かでる２・７） 

(札幌市中央区北2西 7 ７階 ７３０研修室 ) 

内 容 :厚生労働省から提示された「手話奉仕員養成課程（基礎）及び手話通

訳養成課程 (基本)」に基づいて実施する。 

講 師：岩本重雄（いわもとしげお）氏 

（大阪府堺市視覚・聴覚障害者センター ）  

受講対象者及び定員：５０名 

●手話奉仕員養成課程（入門・基礎）講師を目指す者。 

●手話奉仕員養成課程（入門・基礎）の講師経験者。 

 

⑤中長期的な養成計画 

「手話通訳者養成講座」 

  聴覚障害者の社会参加と福祉の増進に寄与するため、必要な理念、知識、技術等

を有する手話通訳者の計画的増員（養成）を図る。 

（計画目標） 

 2022年度 札幌市20名・苫小牧市20名（予定） 

2023年度 札幌市20名・北見市20名（予定） 

 2024年度 札幌市20名・網走市20名（予定） 

 

●要約筆記者の養成 

① 要約筆記者養成講座の開催（北海道委託事業） 

   北海道の委託を受けて、全国統一要約筆記者認定試験を受講する者を対象として要約筆記

者養成講座を開催する。 

目 的：要約筆記者に必要な理念、知識、技術の育成を図り、要約筆記者を養

成し、聴覚障害者の福祉増進に寄与することを目的とします。 

内容及び日程： 

◆厚生労働省提示の「要約筆記者の養成カリキュラム」に基づいて実施します。 

◆ 2022年 9月～ 12月（月２回、土・日）養成講座日程表の通り、札幌会場（かで

る２・７）と北見会場（総合福祉会館他）で開催予定です。 

【養成講座 開催予定日】 

月 日 会 場 内 容 

９月 
３日 (土)・４日 (日)・ 24日 (土) 

・ 25日 (日) 

札幌（かでる２・７） 

北見（総合福祉会館他） 
開講式 

10月 
８日 (土)・９日 (日)・ 23日 (土) 

・ 24日 (日) 

札幌（かでる２・７） 

北見（総合福祉会館他） 
 



 

11月 
５日 (土)・６日 (日)・ 26日 (土) 

・ 27日 (日) 

札幌（かでる２・７） 

北見（総合福祉会館他） 
 

12月 10日 (土)・ 11日 (日) 
札幌（かでる２・７） 

北見（総合福祉会館他） 
修了式 

２月 19日 (日) 札幌（かでる２・７） 認定試験 

 

②中長期的な養成計画 

「要約筆記者養成講座」 

  聴覚障害者の社会参加と福祉の増進に寄与するため、必要な理念、知識、技術等

を有する要約筆記者の計画的増員（養成）を図る。 

（計画目標） 

2022年度 札幌市・北見市／手書き・パソコン各15名 合計30名（予定） 

2023年度 札幌市・未定 

2024年度 札幌市・未定 

 

※2022年度は、初めて２会場で講座を開催する。前年度と同額予算での実施のため、

今後は道委託事業内での支出調整が必要になる。９月開講のため、途中経過となる

が、今年度得られる効果等を見極め、早めに報告したい。 

 

●手話の普及 

  聴覚障害者のコミュニケーション手段である手話の普及を図る。 

① ・遠隔手話講座（手話奉仕員養成講座）洞爺湖町 全１６回  

・北海道医療専門学校（前期１５回） 

・札幌観光ブライダル・製菓専門学校（後期 ３学科各１５回） 

② 研究集会の開催 

北海道手話通訳者問題研究会集会の開催（北海道手話通訳問題研究会と共催） 

日 時：２０２２年７月２日(土)～３日（日）  

会 場：未 定 

③ 手話講師の派遣 

   手話や聴覚障害の普及・啓発を図るため講師を派遣する。 

 

 

■聴覚障害者福祉の増進に関する事業 

●聴覚障害者に対する支援 

聴覚障害者の日常生活等を支援する事業を行い、聴覚障害者の福祉を増進する。 

① 字幕ビデオライブラリー事業（北海道委託事業） 



 

北海道の委託を受けて、知事記者会見の手話動画制作、（社福）聴力障害者情報文化センタ

ーと連携し、字幕・手話付き映像作品の貸し出し業務を行い、併せて手話や字幕を付した

映像（動画）を作成し、一般公開する。 

※自主作成等、情報文化センター以外の作品もあり。 

      ・対象：聴覚障害者、聴覚障害者福祉関係機関・団体、手話学習者等 

② 全道ろうあ者相談員・全道専任手話通訳者研修会の開催 

ろうあ者相談員・専任手話通訳者の資質の向上を図るため、福祉に関する諸問題を討論す

る研修会を開催する。 

目  的：ろうあ者福祉に関する諸問題を専門的に研修し、その早期解決と相談員並び       

に通訳者の資質向上を図ることを目的とする。 

日  時：２０２２年１０月１３日（木） ９：３０～１７：００ 

       ２０２２年１０月１４日（金） ９：３０～１５：３０ 

会  場：道立道民活動センタービル （かでる２・７） 

      （札幌市中央区北２条西７丁目 ４階 大会議室） 

参加対象：いずれかに該当する方を参加対象とする 

       ●ろうあ者相談員として業務を行っているもの 

       ●専任手話通訳者として業務を行っているもの 

       ●業務に手話通訳が位置付けられているもの 

 

■聴覚障害者福祉に関する普及・啓発 

 

聴覚障害者福祉に関する普及・啓発を図り、聴覚障害者の福祉を増進する。 

① 第６３回全道ろうあ者大会 

目 的：全道の聴覚障害者とそれに関わる福祉・教育・労働・医療等の関係者が一堂に会し、

聴覚障害者の社会的自立とノーマライゼーション理念の確立を目指して研鑽を深める

と共に、情報交換・相互連携を密にすることにより、豊かな社会に貢することを目的

とする。 

主 催：公益社団法人北海道ろうあ連盟 

主 管：北見ろうあ福祉協会 

開催日：２０２２年７月２９日(金)～７月３１日(日) 

会 場：網走市オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000) 

参加目標人数：４００名（予定） 

参加形式：対面式とオンラインとのハイブリッド方式 



 

日  程 時  間 内  容 会  場 

7月 29日(金) 
14:00～17:00 北海道ろうあ連盟理事会 

大会議室 
18:00～20:00 運営委員・実行委員・通訳者との合同会議 

7月 30日(土) 

9:00～12:00 リハーサル 

エコーホール 

12:30～ 受 付 

13:00～14:30 聴覚障害セミナー「手話」 

14:30～14:50 ～休  憩～ 

14:50～16:20 聴覚障害セミナー「福祉」 

16:20～16:40 ～休  憩～ 

16:40～18:00 青年部・女性部合同企画 

13:00～翌 9:00 高齢者のつどい（社会見学・1泊交流） 

7月 31日(日) 

9:30～ 受  付 

エコーホール 

10:00～ オープンセレモニー 

10:10～12:00 大会式典 

12:00～13:00 昼食・休憩 

13:00～14:30 記念講演 

14:30～15:00 フィナーレ 

② ろうあ者労働問題フォーラム 

目 的：聴覚障害者の安定した職場環境作りや聴覚障害に起因する労働問題を社会に提言し

ていき、聴覚障害者の労働問題改善を図ることを目的とする。 

      このフォーラムは北海道ろうあ連盟加盟会員が全道の職業安定所手話協力員ととも

に研修と情報交換を行い、聴覚障害者の労働問題の取り組みを促進する。 

日 時：２０２２年１０月３０日（日） １０：００～１５：００ 

会 場：道立道民活動センター（かでる２・７） 

（札幌市中央区北２条西７丁目 ７階 ７３０研修室) 

③ スポーツリーダー育成研修会 

  目 的：北海道のろう者がスポーツを通して、ろう者スポーツに関する知識などを学習し、

各協会・各競技団体との親交を深め、北海道のろう者スポーツを発展するために開

催するものである。 

  会合名：公益社団法人北海道ろうあ連盟スポーツリーダー育成研修会 

  開催日：２０２３年 1月１５日（日）１０：００～１５：００ 

  会 場：道立道民活動センター（かでる２・７） 

（札幌市中央区北２条西７丁目 ７階 ７３０研修室） 

 



 

④ ろう教育フォーラム in北海道 

  目 的：聴覚に障害を持つ子どもたちの教育と未来について、関係する人が一堂に会し、そ

の在り方を共に考え、共通した願いを確認し、もってろう教育の発展に寄与するこ

とを目的とする。 

  開催日：２０２２年８月１１日（木・祝）１３：００～１６：００ 

  会 場：道立道民活動センター（かでる２・７） 

（札幌市中央区北２条西７丁目  １０階 １０４０会議室） 

 

【収益事業】 

■出版等事業 

 ＜事業の概要＞ 

    物品の販売等を行い、その収益を公益目的事業その他の事業及び法人の管理運営に要する費

用に充てる。 

① 出版事業（北海道ろうあ連盟書籍等の制作・販売、 

(一財)全日本ろうあ連盟が扱う書籍等の販売） 

② 手話カレンダー等事業（手話書籍・手話カレンダー・手話ＤＶＤ等の物品の販売） 

③ 自動販売機手数料事業（道の施設への自動販売機３台の設置の仲介） 

 

【その他の事業】 

■連盟活動推進事業 

●聴覚障害者福祉推進事業 

① 機関紙「北聴」の発行 

機関紙を発行し、聴覚障害者福祉及び連盟活動について情報の提供を行う。 

発行 年６回 

② リーダー育成研修会（合同研修会）の開催 

ろうあ運動の課題解決や組織強化を担うリーダーを育成するため、研修会を開催する。 

日 時：２０２２年１１月５日（土）～６日（日）  

会 場：道立道民活動センター(かでる２・７) 

 （札幌市中央区北２条西７丁目 ７階 ７３０研修室） 

③ 聴覚障害者生活訓練事業 

聴覚障害者の社会生活に関する各種教室等を開催する加盟団体を支援する。 



 

④ 手話通訳者全国統一試験(委託一部・協力) 

北海道手話通訳者養成講座修了者を対象に手話通訳者全国統一試験を実施する。 

日 時：２０２２年１２月３日（土）  

開催地：札幌市・旭川市・函館市 

 

【各専門部】 

◎青年部 

 ●名 称：第３５回全道ろうあ青年研究討論会 

   日 時：２０２２年 月  日（土）～  日（日） 函館市 (未定) 

 

◎女性部 

 ●名 称：第３９回全道ろうあ女性交流会及び第３２回研修会 

日 時：２０２２年 月  日（土）～  日（日）    市（未定） 

 

  ◎高齢部 

●名 称：全道ろうあ者高齢部交流会 

日 時：２０２２年 月  日（土）～  日（日）    市（未定） 

 

【全国会議・研修会への派遣】 

◎機関紙部 

 ●全日本ろうあ連盟機関紙学校  ２０２２年度は開催なし。 

 

◎組織部  

 ●全国ブロック代表者会議  

第１回 ２０２２年６月１０日（金）  広島県 

  第２回 ２０２２年（未定）      東京都（予定） 

 

◎情報・コミュニケーション部 

 ●第５５回全国手話通訳問題研究集会 in茨城 

２０２２年８月１９日（金）～２１日（日） 茨城県 

 ●全国情報・コミュニケーション担当者会議  

２０２２年５月～６月              未定 

 

◎教育・文化対策部 

●（全日ろう連）ろう教育担当者会議  

日 時：２０２２年７月２９日（金）   香川県 

 

◎福祉・労働対策部  

 ●第３５回全国ろうあ者相談員研修会・第２６回全国職業安定所手話協力員等研修会兼 



 

  ろうあ者労働問題フォーラム 

日 時：２０２２年１１月１８日（金）～１９日（土） (近畿ブロック) 

 

◎青年部 

 ●名 称：第４１回全国ろうあ青年部活動者会議 

   日 時：２０２２年 月  日（土）～  日（日）  未定 

 ●名 称：第５５回全国ろうあ青年研究討論会 

   日 時：２０２２年１１月２５日（金）～２７日（日） 鹿児島県 

 

◎女性部 

 ●名 称：第５２回全国ろうあ女性集会 

日 時：２０２２年９月３０日（金）～１０月２日（日） 三重県 

●名 称：第４９回女性研修会 

日 時：２０２３年１月  日(日)                 未定 

 

◎高齢部 

 ●名 称：第３４回全国ろうあ高齢者大会 

日 時：２０２２年１０月７日（金）～９日（日）  千葉県 

●名 称：第１６回全国ろうあ高齢部代表者研修会 

日 時：２０２２年  月             未定 

 

【主管事業】 

●名 称：第５６回全国ろうあ者体育大会 

日 時：２０２２年９月１５日（木）～１８日（日） 

場 所：札幌市、石狩市、江別市、恵庭市、千歳市 

  競技種目：野球、卓球、バレーボール、陸上、サッカー、テニス、ボウリング、 

       ソフトボール、バドミントン、バスケットボール、フットサル 

  (北海道限定競技)ソフトバレー、パークゴルフ 

 

 

■文化スポーツ推進事業 

聴覚障害者の文化やスポーツを支援し聴覚障害者の健康で文化的な生活を増進する為の事業。 

① 文化・スポーツ表彰・助成事業 

聴覚障害者の文化・スポーツ活動を振興するため、表彰・助成を行う。 

文化・スポーツ委員会の開催 

② 全道ろうあ者夏季体育大会に対する助成 

  ※全国ろうあ者体育大会のため休止 



 

 

③ 荒木身体障害者スポーツ基金助成事業 

荒木身体障害者スポーツ基金から助成を受けて、聴覚障害者のスポーツ行事を開催する。 

  名 称：ボッチャ体験会＆交流会 

  日 時：２０２２年１２月４日（日）（予定） 

  会 場：札幌市内体育館(予定) 

 

■法人関係事業 

●総会・理事会・委員会・会議・道政懇談会の開催 

１. 社員総会開催 

「第１０回定時社員総会」 

  日 時：２０２２年５月２９日（日） 

  会 場：道立道民活動センター（かでる２・７） 大会議室 

 

２. 理事会開催 

第１回 ２０２２年 ４月２３日(土)～２４日（日）道立道民活動センター（かでる２・７） 

第２回 ２０２２年 ５月２８日（土）      道立道民活動センター（かでる２・７） 

第３回 ２０２２年 ７月２９日（金）      網走市エコーセンター大会議室 

第４回 ２０２２年１１月１９日（土）・２０日（日） 

道立道民活動センター（かでる２・７） 

第５回 ２０２３年２月１８日（土）～１９日（日）  

道立道民活動センター（かでる２・７） 

 

３. 四役会議開催 

第１回 ２０２２年 ４月２２日（金） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第２回 ２０２２年 ５月２８日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第３回 ２０２２年 ７月２９日（金） 網走市エコーセンター大会議室 

第４回 ２０２２年１１月１８日（金） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第５回 ２０２３年 ２月１７日（金） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

 

４. 道政懇談会(福祉・教育) 

２０２２年１１月２１日（月）  道立道民活動センター（かでる２・７） 

 

５. 北海道労働局懇談会 ２０２２年１１月 厚生労働省北海道労働局 



 

 

６. ４団体懇談会（北ろう連・北手協・北通研・道士会） 

第１回 ２０２２年 ４月２３日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第２回 ２０２２年１１月１９日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

第３回 ２０２３年 ２月１８日（土） 道立道民活動センター（かでる２・７） 

 

７. 手話言語法（仮称）・情報・コミュニケーション法（仮称）制定推進事業 

・２０２１年度の手話言語条例施行自治体は北広島市のみでした。道内の手話言語条例制定 

自治体は２９ヶ所になりました。 

・今後とも手話言語条例の制定を働きかけていく一方で北海道議会議員による超党派で「手話

を広める北海道議会議員連盟」が設立されました。神奈川県、長野県、石川県、鳥取県を筆

頭に「手話を広める全国都道府県議会議員の会（仮称）」の設立にむけて準備をしております。 

・「手話言語法（仮称）」を一日も早く制定するために、手話を全国の仲間とともに日本手話 

言語法制定に向けて全国集会などに積極的に参加しながら、「日本手話言語法（仮称）」と「障

害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション保障法（仮称）」に取り組みます。 

 ・なお、4月 12日に参議院本会議で「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策 

推進法」が可決され、衆議院での審査を経て今年中に成立する見通しです。 

 


